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令和７年４月平戸市教育委員会定例会議事録 

 

日  時 令和７年４月 21 日(月) 午前９時 30 分開会 午前 11 時 00 分閉会 

場  所 教育委員会応接室 

出席委員 
氏田裕也委員、田中まきこ委員、三輪昌美委員、山村昭文委員 

入口政信教育長 

出 席 者 
石田教育次長、森理事兼学校教育課長、永田教育総務課長 

山田参事兼生涯推進班長、松尾文化交流課長 

 

委員名 質 疑 等 

 

教育次長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

（日程第１ 開会） 

ただ今から、令和７年４月平戸市教育委員会定例会を開催させていただ

きます。 

それでは、平戸市教育委員会会議規則の規定により、教育長が議長とし

て会議の進行をよろしくお願いいたします。 

 

皆さんこんにちは。 

今年は例年より春の訪れが遅れたせいか、桜も始業式に間に合ったよう

です。この頃はずっと、３月末で桜が散っていたと思いますので、昔、入

学式と桜がペアになっていた時代に戻ったような、懐かしい感じが蘇りま

した。 

卒業式、入学式と同様、教育委員会事務局、各学校においても人事異動

が行われ、人が動きました。各小中学校においては、新一年生と新しい教

職員が加わり、新しい人員で令和７年度がスタートしています。また、教

育委員会事務局においても職員が入れ替わり、新しい体制で動き出してい

ます。４月４日には、教育委員会の新旧職員による歓送迎会が開催され、

楽しく過ごすことができました。ご出席ありがとうございました。 

さて、本日の教育委員会定例会は新しく職員が入れ替わった初会合です。

今回は、議案１件、報告３件、後援５件、各課長、教育次長の報告などと

なっています。本日もよろしくお願いいたします。 

それでは、日程に従い議事を進行します。 

 

（日程第２ 議事録署名委員の指名について） 

日程第２ 議事録署名委員の指名についてですが、平戸市教育委員会会

議規則第 16 条第２項の規定に基づき、４月定例会の議事録署名委員に田中

委員、三輪委員を指名いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 
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（日程第３ 議事録の承認について） 

日程第３ 議事録の承認につきましては、３月定例会の議事録について

事前に送付しておりましたので、ご確認いただいていると思います。何か

ご不明な点等はございませんか。 

異議がございませんので、３月定例会の議事録については、承認するこ

とといたします。 

 

（日程第４ 教育長の報告について） 

 次に、日程第４ 教育長報告です。 

主なものについて報告します。年度末は転出、退職者など、年度初めは

新規の職員の人事異動による辞令交付式が行われました。４月４日、九州

労働金庫様からランドセル用の反射材をいただきました。７日、小中学校

の着任式・始業式、８日、中学校入学式、平戸高等学校入学式、９日、小

学校入学式、佐世保特別支援学校北松分校小・中学部、高等部入学式、10

日、国分祭全国障害者芸術・文化祭平戸市実行委員会第３回総会があり平

戸会場での事業内容の協議がありました。11 日、市校長研修会、16 日、市

教頭研修会、17 日から 18 日、第１回長崎県都市教育長協議会が長崎市役

所であり出席しました。 

今後の予定ですが、23 日、初任者研修実施委員会、30 日、第６回生月地

区小学校適正規模・適正配置検討会、５月２日、市校長研修会、25 日、中

学校総合体育大会（球技、武道）が市内各会場で終日行われる予定です。  

以上、報告させていただきます。 

 

 （日程第５ 議事） 

 日程第５ 議事に入ります。 

議案第 16 号 平戸市文化財の指定について、事務局の説明を求めます。 

 

 議案第 16 号 平戸市文化財の指定について、平戸市文化財審議会会長か

ら平戸市文化財の指定について答申がされましたので、平戸市文化財保護

条例第４条の規定により、別紙のとおり議決を求めるものです。 

以下、説明省略 

 

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ

ればお願いいたします。 

 

今回の指定は、２つの墓所の石積が指定となるのでしょうか。また、小

麦様は何歳の時に平戸に連れて来られたのか、墓の内部の状況、２つの墓

所はどちらが小麦様の墓所になるのか分かっていれば教えていただきたい

です。 
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今回の指定は、２つの墓所の石積を含めて文化財の指定となります。墓

所の内部については調査しておりませんので分からない状況です。また、

小麦様が平戸に連れてこられた年齢などの詳細は分かりませんので後ほど

報告いたします。 

 

他に意見がなければ、議案第 16 号 平戸市文化財の指定については、原

案のとおり可決いたします。 

 

（日程第６ 報告） 

日程第６ 報告に入ります。 

報告第２号 平戸市社会教育委員の委嘱について、事務局の説明を求

めます。 

 

 報告第２号 平戸市社会教育委員の委嘱について、平戸市教育長に対

する事務委任規則第３条第１項の規定により代理したことから、同規則第

３条第２項の規定に基づき報告するものです。 

以下、説明省略 

 

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ

ればお願いいたします。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

それでは、報告第２号 平戸市社会教育委員の委嘱については、原案の

とおり承認いたします。 

 

次に、報告第３号 平戸市学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱について、

事務局の説明を求めます。 

 

 報告第３号 平戸市学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱について、平戸市

学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱について、平戸市教育長に対する事務委

任規則第３条第１項の規定により代理したことから、同規則第３条第２項

の規定に基づき報告するものです。 

以下、説明省略 

 

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ

ればお願いいたします。 

 

（「ありません。」の声あり。） 
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それでは、報告第３号 平戸市学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱につい

て、原案のとおり承認いたします。 

 

次に、報告第４号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特別

措置について、事務局の説明を求めます。 

 

 報告第４号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特別措置に

ついて、平戸市立学校の通学区域に関する規則第３条の規定に基づき、児

童生徒に係る特別措置の願い出について許可したことから、平戸市教育長

に対する事務委任規則第３条第２項及び第４条に基づきより代理したこと

から報告するものです。 

以下、説明省略 

 

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ

ればお願いいたします。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

それでは、報告第４号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく

特別措置については、原案のとおり承認いたします。 

 

（日程第７ その他） 

 次に、日程第７ その他の１のその他の報告に移ります。 

 (1) 後援等について、事務局の説明を求めます。 

 

生涯学習課の後援４件について、ご説明いたします。 

・令和７年度 平戸市春季ジュニア水泳競技大会 

・令和７年度 長崎県高等学校総合体育大会 

・パパ・ママが学ぶ「お金の小学校」 

・小学生のためのお金の教室 親子ワークショップ 

  

学校教育課の後援１件について、ご説明いたします。 

・令和７年度 明るい選挙啓発ポースター作品募集 

以下、説明省略 

 

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ

ればお願いいたします。 

 

「パパ・ママが学ぶ「お金の小学校」」について、お金について勉強し

た知識が子どもの教育資金に還元されるような学習内容となる事業でしょ
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うか。 

 

「小学生のためのお金の教室 親子ワークショップ」と関連したもので

あり、毎年実施していますが内容や申請内容を確認したいと思います。 

 

 

 

一旦、保留といたします。 

 

他に委員の皆様から何かご質問、ご意見はありませんでしょうか。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

それでは、後援について承認といたします。 

 

次に、(2) 各課長報告について、教育総務課から順番に説明をお願い

します。 

 

まず、実績報告です。３月 27 日から４月２日までは教育委員会への転入

転出に係る各人事異動に伴う辞令交付式に出席しました。14 日、産業建設

文教委員会所管事務調査は学校体育館や特別教室への空調設備設置につい

ての調査、意見交換があり、体育館への空調設備設置よりも特別教室の図

書室、理科室、音楽室の空調設備設置が進んでいないことから特別教室の

方から整備を進めていきたいと説明を行い概ね理解を得られたところで

す。 

今後の予定ですが、23 日、財政課との決算見込み・補正ヒアリング、30

日、第６回生月地区小学校適正規模・適正配置検討委員会、27 日、長崎県

市町村教育委員会連絡協議会総会・合同研修会へ出席を予定しています。

以上です。 

 

まず、実績報告です。年度末、年度初めについては人事異動に伴う辞令

交付式に出席しました。４月 7 日、始業式、８日、市内中学校入学式、９

日、市内小学校入学式があり無事に終了しました。14 日、産業建設文教委

員会所管事務調査において、２点の調査項目があり１つ目として部活動の

地域移行について現状と課題について報告を行いました。今年度から地域

移行コーディネーター１名の雇用を行い、保護者、地域の方への説明会を

６月に６か所で実施する予定であること、また、地域クラブに新たに認定

した場合には地域クラブ活動への支援として補助を行うことなどの説明を

行いました。また、２つ目の教職員の働き方改革については、学校、教育

委員会としてできることについて説明を行い、議員さんからは「教職員の
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働き方改革により様々な学校行事が無くなっているが子どもを中心に捉え

た取組みを進めてもらいたい」との意見もありましたので校長会、教頭会

でも伝えていきたいと思います。17 日、全国学力調査、18 日、県学力調査

が行われ無事終了しました。 

今後の予定ですが、24 日から 25 日、義務教育関係指導主事研修会、30

日、第６回生月地区小学校適正規模・適正配置検討委員会を実施する予定

です。以上です。 

 

まず、実績報告です。４月 19 日～20 日、全国たけとんぼ大会が開催さ

れ、19 日は親子竹とんぼ教室があり、小学生を対象として約 70 人が参加

しました。20 日には竹とんぼ協会による大会で、一般の参加者で約 50 人

が集まり盛大に行われました。 

今後の予定ですが、５月８日、市町社会教育主管課長会議が長崎県庁で

行われ出席する予定です。以上です。 

 

まず、実績報告です。４月 10 日、国文祭全国障害者芸術・文化祭平戸市

実行委員会第３回総会を開催し、令和７年度の開催内容、予算について審

議され承認されました。午後からは、長崎県主催の第１回世界遺産県市町

調整会議に出席しました。 

今後の予定ですが、19 日、五月節句飾り展、27 日から 30 日、第 32 回平

戸市台湾親善訪問団として台南市を中心に訪問します。５月 31 日、第 30

回按針忌を崎方公園按針塚で開催する予定です。以上です。 

 

報告が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があればお

願いいたします。 

 

続きまして、(3)教育次長報告をお願いします。 

 

まず、実績報告について教育長、各課長と同様のものは割愛させていた

だきます。４月２日、消防署田平出張所新庁舎落成式、８日、長崎県立猶

興館高等学校入学式、17 日、指名審査委員会に出席しました。 

今後の予定ですが、５月 19 日から 21 日、市議会産業建設文教委員会行

政視察については、理事兼学校教育課長と調整を行い随行する予定です。

以上、報告いたします。 

 

報告が終わりましたが、委員の皆様から何かご質問、ご意見があれば

お願いいたします。 

 

(4)その他について、説明をお願いします 

 まず、指定学校変更承認について、事務局から説明をお願いします。 
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 指定学校変更承認につきまして、現在承認している２名の児童について、

１月に鍵っ子案件等として４月からの指定学校変更の承認をいただきまし

た。しかしながら、今年度から放課後児童クラブ送迎支援事業として放課

後児童クラブが当該校に無い場合には、タクシーにより運送を行うことが

可能となり、指定学校変更の要件を満たさないことになります。今回、指

定学校変更を取り消した場合には、元の学校に変更し通学することになり

ますが、翌年度には学校統廃合により、現在承認している学校に通学する

ことになります。現況として、対象児童は学校にも慣れ友人関係も構築さ

れていることなど児童を中心に考え考慮した場合に、現在通学している学

校のほうが良いのではないかと考えておりますので対応について協議をお

願いします。 

 

 保護者の意向は、どのように考えているのでしょうか。 

 

 直接確認はしていませんが、兄弟での通学であり統廃合を見据えての申

請であると思いますので問題ないと思っています。 

 

 

委員の皆様から他に何かご質問、ご意見があればお願いいたします。 

 

（「ありません。」の声あり。） 

 

それでは、保護者の意向を確認し現在通学している学校で承認すること

といたします。 

 

次に、令和８年度からの平戸市小学校陸上大会について、平戸市校長会

から要望書が提出されており、内容として熱中症要望による体育授業の制

限や大会運営に必要な人員の確保が困難であること、学校、教職員、大会

事務局の負担が増加していることなどから廃止の要望となっています。 

この件につきまして、１月の教育委員会定例会から検討を重ねてきてお

ります。委員の皆様から最終的に何かご質問、ご意見があればお願いいた

します。 

 

 小学校陸上大会について、人員が不足しているなかで無理をしてまで開

催する必要はないと思いますし、また、子どもの安全を確保できないと思

います。議論を重ねており、廃止の時期は来ているのではないかと思いま

す。 

 

 校長会からも要望書も出ていることから、廃止もやむを得ないのではな

いかと思います。 
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 近年の暑さから今まででのように開催されるのは、無理なのでは無いか

と思います。 

 

 小学校陸上大会を行うことによって、子どもたちの運動への興味を高め

る目的もあったと思います。学校のなかでの子どもの体力向上、体力づく

りも大切と思いますので、そのような懸念される意見もあることも忘れず

によりより方向に進んでもらいたいと思います。 

 

 体力向上など、いろいろな意見もあることを校長会にも伝えていきたい

と思います。今回の校長会からの大会廃止についての要望については、教

育委員会としても理解するということで校長会にも伝えたいと思います。 

 

 次に、平戸市奨学資金貸付運営委員会の委員について説明をお願いしま

す。 

  

 奨学資金貸付申請において、奨学資金貸付の可否などを審議する平戸市

奨学資金貸付基金運営委員会の委員について、平戸市奨学資金貸付基金条

例第 12 条第２項により教育委員から 1 名の委員の選任が必要となってい

ます。今回の委員の選任につきましては、山村委員を推薦したいと思いま

すがよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の意見あり。） 

 

 山村委員さんも承認されておりますので、よろしくお願いします。 

 

 

次に、次回の教育委員会定例会の日程等について、事務局から説明をお

願いします。 

 

事務局としましては、次回定例会を５月 22 日（木）午前９時 30 分から

教育委員会応接室で開催したいと考えています。 

 

それでは、次回定例会は、５月22日（木）午前９時30分から教育委員会

応接室において、開催するということで決定いたします。 

 

（日程第８ 閉会） 

以上すべての協議が終了しました。 

以上をもちまして、令和７年４月教育委員会定例会を終了いたします。 

皆様お疲れ様でした。 
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午前 11 時 00 分 閉会 

 

 

令和７年４月 21 日 

 

 

議事録署名人 

署名人  委員              

署名人  委員              

議事録調製職員 

 

 

 


